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人
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則
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〇―

一
四
（
人
事
院
が
行
う
研
修

等
）

人
事
院
は
、
国
家
公
務
員
法
に
基
づ
き
、
人
事
院
が
行

う
研
修
等
に
関
し
次
の
人
事
院
規
則
を
制
定
す
る
。

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
研
修
に
係
る
人
事
院
の
所
掌
に

属
す
る
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

（
研
修
の
計
画
の
樹
立
及
び
実
施
）

第
二
条
　
人
事
院
は
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
使

命
の
自
覚
及
び
多
角
的
な
視
点
等
を
有
す
る
職
員
の
育

成
並
び
に
研
修
の
方
法
に
関
す
る
専
門
的
知
見
を
活
用

し
て
行
う
職
員
の
効
果
的
な
育
成
の
観
点
か
ら
、
次
に

掲
げ
る
研
修
に
つ
い
て
の
計
画
を
樹
立
し
、
こ
れ
を
実

施
す
る
も
の
と
す
る
。

一
　
行
政
研
修
（
行
政
運
営
に
お
け
る
中
核
的
な
役
割

を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
職
員
等
が
、
国
民
全
体

の
奉
仕
者
と
し
て
の
高
い
職
業
倫
理
を
保
持
し
つ

つ
、
そ
の
使
命
を
自
覚
し
て
施
策
を
行
う
た
め
の
当

該
職
員
等
の
資
質
及
び
能
力
の
向
上
等
を
図
る
研
修

を
い
う
。
）
、
指
導
者
養
成
研
修
（
職
員
の
能
力
の
向

上
を
よ
り
効
果
的
に
図
る
た
め
の
技
法
を
修
得
さ
せ

る
等
に
よ
り
、
関
係
庁
の
長
が
行
う
研
修
の
指
導
者

の
養
成
を
図
る
研
修
を
い
う
。
）
、
テ
ー
マ
別
研
修

（
公
務
に
お
け
る
人
材
育
成
の
た
め
必
要
な
専
門
的

な
知
識
及
び
能
力
の
向
上
等
を
図
る
研
修
を
い
う
。
）

そ
の
他
人
事
院
が
定
め
る
合
同
研
修

二
　
行
政
官
在
外
研
究
員
制
度
及
び
行
政
官
国
内
研
究

員
制
度
に
よ
る
研
修

三
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
人
事
院
が
必
要

と
認
め
る
研
修

２
　
人
事
院
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
研
修
に
つ
い
て
計

画
を
樹
立
し
、
こ
れ
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
当

該
研
修
を
通
じ
て
、
国
民
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
の
使

命
と
職
責
に
関
す
る
職
員
の
自
覚
が
高
め
ら
れ
る
よ
う

留
意
す
る
も
の
と
す
る
。

（
関
係
庁
の
長
に
対
す
る
支
援
）

第
三
条
　
人
事
院
は
、
法
第
七
十
条
の
五
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
調
査
研
究
の
結
果
に
基
づ
き
、
関
係
庁
の
長
が

行
う
研
修
に
つ
い
て
の
計
画
の
樹
立
及
び
そ
の
実
施
の

支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
等
に
関
す
る
監
視
）

第
四
条
　
人
事
院
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
法
第
七

十
条
の
六
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
内
閣
総
理
大
臣

又
は
関
係
庁
の
長
に
対
し
、
同
条
第
一
項
の
研
修
に
つ

い
て
の
計
画
の
樹
立
及
び
そ
の
実
施
に
関
し
調
査
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
実
施
状
況
に
関
す
る
報
告
）

第
五
条
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
庁
の
長
は
、
人
事
院

が
、
法
第
七
十
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
法

第
七
十
条
の
六
第
一
項
の
研
修
（
人
事
院
の
定
め
る
も

の
に
限
る
。
）
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
た

と
き
は
、
人
事
院
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
研

修
の
内
容
そ
の
他
の
事
項
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

（
是
正
指
示
等
）

第
六
条
　
人
事
院
は
、
法
第
七
十
条
の
七
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
是
正
の
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
ほ
か
、
第

四
条
の
調
査
又
は
前
条
の
報
告
の
結
果
、
法
令
に
照
ら

し
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
関

係
庁
の
長
に
対
し
、
必
要
な
指
導
又
は
助
言
を
行
う
も

の
と
す
る
。

（
雑
則
）

第
七
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
研
修
に
係

る
人
事
院
の
所
掌
に
属
す
る
事
務
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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